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問　
公
正
な
職
務
遂
行

を
損
な
う
不
当
要
求
、
手

段
等
に
対
応
す
る
た
め

外
部
の
有
識
者
か
ら
な
る

「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委

員
会
」
条
例
制
定
の
必
要

性
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

小
中
高
生
の
リ
ス
ト
カ
ッ

ト
を
繰
り
返
す
児
童
生
徒

が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が

報
道
さ
れ
た
。
本
市
の
児

童
生
徒
に
自
傷
行
為
の
事

例
は
な
い
か
伺
う
。
町
並

み
街
路
樹
作
り
で
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
が
整
備
さ
れ
5
〜

10
年
経
過
し
て
街
路
樹
も

大
き
く
成
長
し
た
。
空
中

の
電
線
、
電
話
線
、
地
中

の
配
管
等
に
障
害
が
な
い

か
調
査
、
移
植
の
必
要
性

に
つ
い
て
伺
う
。
県
男
女

協
働
参
画
社
会
づ
く
り
功

労
者
内
閣
官
房
長
官
表
彰

受
賞
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
に

知
事
等
多
数
の
出
席
者
で

あ
っ
た
が
、
本
市
か
ら
は

祝
電
も
出
席
者
も
無
か
っ

た
が
何
故
か
。

答　
総
務
部
長

不
当
要
求
行
為
対
策
と

し
て
「
不
当
要
求
行
為
等

対
策
要
綱
」
と
「
対
応
要

領
」
を
定
め
、
対
処
の
仕

方
を
周
知
し
て
い
ま
す
。

条
例
の
制
定
は
、
今
後
の

検
討
課
題
と
し
て
研
究
し

ま
す
。

答　
教
育
部
長

年
に
数
件
あ
り
ま
す

が
、
増
加
し
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

答　
土
木
交
通
部
長

街
路
樹
は
、
多
く
の
目

的
を
も
っ
て
植
え
ら
れ
た

も
の
で
、
定
期
的
に
剪
定

作
業
を
行
う
な
ど
適
正
な

維
持
管
理
に
努
め
て
い
ま

す
が
、
今
後
の
対
策
と
し

て
は
、
高
木
の
芯
や
枝
を

と
ば
す
な
ど
の
強
剪
定
も

適
宜
行
っ
て
い
き
ま
す
。

答　
企
画
部
長

表
彰
に
つ
い
て
は
、
８

月
号
の
広
報
た
か
し
ま
に

記
事
登
載
し
ま
し
た
が
、

主
催
者
か
ら
の
連
絡
は
な

く
、
後
日
、
出
席
さ
れ
た

方
か
ら
報
告
を
い
た
だ
き

知
っ
た
の
が
実
情
で
あ
り

ま
す
。

日 付 定 例 会

2日 金 本会議（12月定例会開会）

3日 土

4日 日

5日 月

6日 火 議会運営委員会

7日 水 常任委員会

8日 木

9日 金 予算特別委員会

10日 土

11日 日

12日 月

13日 火 本会議（一般質問）

14日 水 本会議（一般質問）

15日 木 本会議（一般質問）

16日 金

日 付 定 例 会

17日 土

18日 日

19日 月

20日 火 特別委員会

21日 水 議会運営委員会

22日 木 本会議（12月定例会閉会）

23日 金

24日 土

25日 日

26日 月

27日 火

28日 水

29日 木

30日 金

31日 土

※都合により日程が変更される場合があります。

【平成17年12月 定例会日程(案)のお知らせ】

コンプライアンス（法令遵守）
条例制定

宮内　英明議員




